
宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

目

附
、
弥
勒
神
宮
寺
関
係
年
表

次

は
　
じ
　
め
　
に

一
、
弥
勒
寺
建
立
と
造
寺
の
困
難

　
　
日
　
弥
勒
寺
と
比
眸
神
宮
寺

　
　
�
　
造
寺
の
困
難

二
、
弥
勒
寺
創
建
時
の
軒
平
瓦

　
　
日
　
勒
弥
寺
式
古
瓦

　
　
�
　
鴻
腫
館
式
古
瓦

　
　
日
　
弥
勒
寺
創
建
時
の
古
瓦

お
　
わ
　
り
　
に

賀

川

光

夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
続
紀
廿
ハ
巻
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
神
護
景
雲
元
年
九
月
乙
丑
始
造
ハ
幡
比
嘩
神
宮
寺
其
夫
者
便
役
神
寺
封
戸
限
四
年
令
畢
功
、

　
と
あ
る
資
料
は
こ
れ
が
ハ
幡
神
宮
寺
に
対
す
る
比
嘩
神
宮
寺
の
創
設
で
あ
る
と
す
る
目
ｍ
解
と
、
弥
勒
寺
（
宇
佐
神
宮
寺
）
の
完
成
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
日
ｍ
に
わ
か
れ
て
い
る
。

前
者
は
続
記
の
記
事
通
り
こ
れ
を
肯
定
し
比
祥
神
信
仰
の
問
題
を
背
景
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
比
嘩
神
宮
寺
建
立
の
資
料
が
、
具
体
的
に
は
続
紀
の
み

に
終
っ
て
い
る
点
や
、
多
少
の
考
古
資
料
に
よ
っ
て
、
比
嘩
神
宮
寺
は
弥
勒
寺
を
揖
す
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
で
あ
る
。
更
に
前
者
は
宗
散
史
の
立
場
か
ら
論
求
さ

　
　
　
　
　
　
　
宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
　
　
　
　
（
賀
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
　
　
　
　
　
別
府
大
学
紀
要
　
　
　
第
　
七
　
輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

れ
、
後
者
は
歴
史
考
古
学
の
立
場
か
ら
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
興
味
深
い
問
題
に
就
い
て
二
、
三
の
問
題
か
ら
弥
勒
寺
に
関
す
る
見
解
を
記
す
こ
と
に
し
た
。
尚
弥

勒
寺
年
表
を
九
州
大
学
小
田
富
士
雄
君
の
努
力
で
附
録
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
弥
勒
寺
建
立
と
廸
寺
の
困
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
弥
勒
寺
と
比
眸
神
宮
寺

　
多
く
の
資
料
に
迩
脚
す
る
弥
勒
寺
は
、
続
紀
の
み
に
終
る
比
眸
神
宮
寺
と
異
な
り
建
立
に
関
し
て
は
相
当
的
確
な
様
子
を
把
捉
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の

問
題
に
就
い
て
は
弥
勒
寺
建
立
の
事
情
を
先
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

宿
縁記
起③録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
七
で
鍛
治
に
弥
勒
寺
が
見
え
る
の
は
「
石
清
本
文
吉
之
二
」
に
　
叉
川
面
小
遣
御
寺
、
号
弥
勒
禅
院
、
在
菱
形
吉
之
東
足
林
　
と
あ
り
、
叉
同
じ
く
「
宇
佐
大
神

」
に
は
、

　
　
神
詫
之
趣
奏
聞
之
処
令
達
上
聞
勅
使
下
向
菱
形
宮
之
方
日
足
林
之
西
被
造
御
寺
奉
安
仏
像
号
弥
勒
禅
院
初
之
別
当
法
蓮
和
尚
云
云
。

　
こ
れ
は
神
亀
二
年
正
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
日
足
は
宇
佐
盆
地
事
端
寄
藻
田
の
一
支
流
御
許
山
麓
の
小
谷
に
存
在
す
る
。
宇
佐
神
宮
よ
り
山
を
挾
ん
で
直
線
一
粁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
地
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
記
録
を
実
地
に
於
て
説
明
し
得
る
具
体
的
な
考
古
資
料
が
な
く
、
今
神
亀
二
年
建
立
に
な
る
弥
勒
禅
院
の
位
置
を
確
実
に
把
握
し
得
な
い
。

唯
後
述
す
る
弥
助
寺
の
問
題
が
、
記
録
と
考
古
資
料
の
一
致
を
見
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
点
よ
り
帰
納
し
て
日
足
に
弥
勒
禅
院
が
存
在
し
た
真
実
を
肯
定
し
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

扨
宇
佐
神

　
聖
武
天

に
弥
勒
寺
が
移
建
さ
れ
た
と
云
う
問
題
を
九
州
文
化
財
研
究
所
寺
粘
に
よ
っ
て
見
る
と
、
同
寺
移
来
建
立
事
と
し
て
、

七
月
大
平
「
Ｊ
丑
四
月
七
日
神
詫
、
（
中
略
）
同
十
年
五
月
十
五
目
従
日
足
南
鎧
汪
林
七
七
移
来
建
立
之
今
弥
勒
寺
金
堂
等
是
但
。

　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
１

　
と
あ
り
叉
「
永
弘
文
書
□
の
二
三
八
に
、

　
　
（
天
平
）

　
　
同
年
五
月
十
五
目
弥
勒
寺
講
堂
金
堂
建
立
之
。

　
と
あ
る
の
で
、
天
平
九
年
の
神
詫
に
よ
り
、
同
十
年
に
先
ず
講
堂
、
金
堂
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
。
こ
の
天
平
十
年
の
工
事
は
九
年
の
神
詫
後
だ
ｙ
ち
に
着
手
し
た

に
せ
よ
、
材
料
の
発
注
か
ら
工
事
完
了
迄
椙
当
の
大
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
古
平
十
三
年
三
月
二
十
四
日
三
重
塔
二
基
を
作
り
最
勝
王
経
、
法
華
経
各
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

部
、
度
者
十
八
入
等
を
吊
佐
官
に
奉
る
。
と
云
う
続
紀
の
資
料
が
あ
る
。
更
に
同
十
五
年
に
は
東
西
の
両
雄
を
建
立
し
て
い
る
。
即
ち
「
永
弘
文
書
こ
の
二
三
九
に
よ
れ



（
天
平
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
託
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
之
）

　
　
同
十
五
年
東
三
重
建
立
御
詫
宣
物
西
三
重
同
建
立
□
、

　
と
あ
り
ヽ
弥
勒
寺
の
七
堂
佃
敬
恭
築
次
第
が
講
堂
、
金
堂
、
剔
西
の
塔
等
主
要
な
も
の
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
資
料
に
よ
る
と
天
平
十
年
に
は
講
堂
、
金
堂
、
同

十
三
年
に
は
三
軍
場
二
基
、
同
十
五
年
東
西
塔
と
、
重
要
な
も
の
Ｎ
着
手
に
丑
年
を
要
し
て
い
る
。
こ
の
外
僧
図
、
食
堂
等
附
属
の
豚
。
造
物
は
以
外
な
日
時
を
要
し
た
で
あ

ろ
う
。
こ
ｘ
で
我
々
が
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
石
清
水
文
書
之
ニ
（
四
〇
三
号
）
に
宝
亀
十
年
弥
勒
寺
の
鐘
を

訃
。
の
記
録
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
弥
勒
寺
七
堂
伽
藍
の
完
成
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
問
題
の
綾
絹
の
抑
謬
景
雲
元
年
九
月
十
八
日
の
ハ
幡
比
嘩
神
宮
寺
を
遣
る
の
記
録
は
天
平
十
年
か

ら
二
十
九
年
目
に
あ
た
り
、
弥
勒
寺
完
成
を
意
味
す
る
宝
亀
十
年
は
神
声
景
雲
元
年
よ
り
十
二
年
後
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
銃
把
の
比
昨
神
宮
寺
は
聘
勒
寺
七
堂
伽
藍
の
完
成

の
時
期
と
符
号
が
合
う
の
で
あ
る
。
そ
の
問
弥
勒
寺
に
関
す
る
記
録
は
弥
勒
寺
の
活
動
を
明
記
し
て
い
る
が
、
比
嘩
神
宮
寺
に
関
し
て
は
奈
良
時
代
に
問
題
の
銃
記
神
護
景

雲
元
年
の
造
寺
以
外
の
記
録
が
全
く
存
在
し
な
い
。
も
し
弥
勒
寺
を
ハ
幡
神
宮
寺
と
し
、
他
に
比
憚
神
宮
寺
が
並
存
し
た
と
す
れ
ば
前
者
は
勅
願
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
所
謂

国
家
的
立
場
で
作
ら
れ
、
後
者
は
何
か
私
寺
的
な
も
の
ゝ
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
兎
も
角
奈
良
時
代
の
造
寺
が
律
令
を
裏
付
け
る
如
く
規
則
通
り
に
行
わ
れ
、
堂
塔
の
配

列
も
叉
仏
教
々
理
に
も
と
ず
い
て
お
ろ
そ
か
に
さ
・
れ
な
い
厳
し
さ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
当
代
の
造
寺
は
律
令
体
制
の
上
で
な
け
れ
ば
完
成
し
得
な
い
と
云
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
一
方
遣
寺
の
困
難
と
云
う
点
が
国
家
的
立
場
で
仏
教
を
権
威
ず
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
扨
宇
佐
神
官
神
域
に
弥
勒
寺
が
建
立
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
は
律
令
制
の
宇
佐
支
配
と
云
う
こ
と
に
も
関
連
し
よ
う
。
特
に
弥
勒
寺
創
立
期
の
古
瓦
に
鴻
肺
館
式
古
瓦
を
使

用
し
て
い
る
こ
と
は
太
宰
府
の
勢
力
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
就
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
の
事
実
は
且
て
宇
佐
地
方
に
宇
佐
、
大
神
の
二
勢
力
対
立
の
状
況
が

あ
る
に
せ
よ
弥
勒
寺
建
立
の
事
態
は
律
令
に
よ
る
宇
佐
勢
力
の
集
中
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
り
に
律
令
体
制
の
上
で
再
び
二
勢
力
の
争
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
争
は
最
早
弥
勒
寺
建
立
以
前
的
状
態
で
は
な
く
、
一
つ
の
山
の
争
奪
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
状
の
も
と
で
は
宇
佐
神
官
に
対
す
る
弥
勒

寺
、
そ
れ
以
外
に
神
宮
寺
を
並
列
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
得
ら
な
い
。
そ
こ
で
弥
勒
寺
の
性
格
を
強
。
い
て
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
弥
勒
寺
は
ハ
幡
神
宮
寺
で

あ
り
、
比
嘩
神
宮
寺
で
も
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
て
神
護
景
雲
元
年
の
ハ
幡
比
憚
神
宮
寺
の
完
成
を
あ
ら
わ
す
正
史
の
記
録
は
弥
勒
寺
完
成
の
も
の
と
解
し

て
何
等
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。

　
註
①
　
石
清
水
文
書
之
二
（
四
〇
三
吟
）

　
　
③
　
宇
佐
大
神
宮
縁
起
　
　
上

　
　
　
　
　
　
宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
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四

③
　
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
大
分
県
文
化
財
調
査
委
員
会
に
於
て
日
足
廃
寺
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
日
足
廃
寺
の
礎
石
を
発
見
し
た
が
、
そ
の
後
そ
の
礎
石
は
具
体
的
資
料
で
は
な
い
こ

　
　
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
こ
の
地
の
調
査
の
結
果
廃
寺
址
を
相
定
し
得
る
古
瓦
の
出
土
を
知
り
得
た
。
し
か
し
日
足
廃
寺
の
確
定
位
置
は
未
だ
明
か
で
は
な
い
。

④
　
石
清
水
文
吉
之
二
（
四
〇
三
号
）
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料

④
　
永
弘
文
書
一
　
（
二
三
八
号
）
大
分
県
史
料

④
　
同
　
右
　
　
（
二
三
九
号
）
同
　
右

⑦
　
石
清
水
文
書
之
二
（
四
〇
五
号
）

帥
　
造
　
寺
　
の
　
困
　
難

　
国
家
的
な
見
地
で
寺
院
を
建
立
す
る
場
合
で
も
特
に
遠
く
都
を
離
れ
た
地
方
に
於
て
は
技
術
の
役
人
、
材
料
集
め
、
資
材
の
手
違
い
、
土
豪
の
勢
力
争
等
種
々
な
状
件
に

よ
っ
て
そ
の
完
成
迄
に
は
意
外
な
日
子
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
沿
革
に
っ
い
て
の
資
料
の
豊
か
な
観
世
音
寺
を
例
と
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
酸
敗
音
寺
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

立
の
意
義
は
続
記
に
斉
明
天
皇
御
追
福
の
為
大
智
天
皇
創
建
を
命
ぜ
ら
れ
た
寺
院
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
面
太
宰
府
の
都
市
の
繁
栄
策
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
③

宰
府
に
於
け
る
観
世
音
寺
は
西
都
繁
栄
を
担
っ
た
謂
ば
国
家
的
な
立
場
に
於
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
論
を
俣
た
な
い
。
し
か
し
そ
の
経
過
は
、
大
宝
、
和
銅
再
度
の
督
促
、
養

　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

老
七
年
の
増
溺
誓
の
西
下
、
天
平
十
七
年
増
玄
防
の
筑
紫
下
降
に
よ
り
、
伽
藍
完
成
を
督
促
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
伽
藍
完
成
を
一
応
天
平
十
八
年
六
月
観
世
音
寺

供
養
を
伝
え
る
扶
桑
略
記
抜
葦
に
よ
る
も
の
を
以
て
当
て
る
と
云
う
の
は
鏡
山
猛
氏
の
意
見
で
あ
る
。
か
く
し
て
観
世
音
寺
は
大
智
天
皇
年
御
宇
着
手
以
来
八
十
余
年
を
経

た
こ
と
に
な
る
。
丁
度
観
世
音
寺
完
成
期
が
聖
武
天
皇
の
御
宇
で
仏
教
の
優
勢
な
時
期
に
相
当
し
、
一
方
こ
の
隆
盛
期
を
利
し
着
手
さ
れ
た
弥
勒
寺
は
天
平
十
年
に
着
工
し
、

前
述
の
如
く
宝
亀
十
年
に
鐘
を
鋳
り
弥
勒
寺
の
完
成
を
祝
し
て
い
る
と
思
考
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
神
護
景
雲
元
年
の
比
洋
神
宮
寺
創
立
の
記
録
を
弥
勒
寺
の
建
立
と
見

倣
せ
ば
二
十
九
年
を
要
し
て
い
る
。
九
州
に
於
け
る
太
宰
府
の
観
世
音
寺
、
宇
佐
の
弥
勒
寺
は
、
と
も
に
国
家
的
立
場
で
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
だ
け
に
、
当
時
の
あ
ら

ゆ
る
勢
力
を
傾
け
て
行
わ
れ
た
と
一
応
は
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
り
建
設
が
行
わ
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、
当
時
の
状
勢
か
ら
見
る
時
伽
藍
の
規
模

が
非
常
に
大
き
い
こ
と
が
問
題
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
規
模
に
比
し
て
各
堂

一
面
当
時
の
社
会
的
嘔
情
も
考
慮
の
必
要
が
あ
る
。
且
て
太
宰
府
遺
跡
調

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
太

②
　
　
③

宝
、
和
銅
再
度
の
督
促
、
養

塔
の
規
約
、
材
料
製
作
の
技
法
等
、
技
術
的
に
は
高
度
な
も
の
を
要
求
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
叉

⑧査
の
際
、
府
庁
を
中
心
と
し
て
都
府
中
心
附
近
の
民
家
と
考
え
ら
れ
る
址
が
数
の
上
で
は
圧
頭
的

に
竪
穴
で
、
都
府
楼
や
紅
世
音
寺
等
の
楼
閣
と
知
立
式
の
竪
穴
の
寄
妙
な
組
合
こ
を
想
像
す
る
時
壮
大
な
伽
藍
建
立
の
矛
盾
を
社
会
的
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う

な
事
由
は
宇
佐
に
於
て
も
多
く
存
す
る
・
即
ち
宇
佐
半
野
中
に
存
す
る
二
、
三
の
奈
良
時
化
の
竪
穴
や
、
豊
後
高
田
市
草
地
大
字
黒
松
附
近
の
土
師
を
出
土
す
る
員
塚
等
は



い
ず
れ
も
庶
民
の
生
活
を
具
体
的
に
物
語
る
資
料
と
見
ら
れ
る
が
、
当
時
竪
穴
に
住
む
人
達
が
宇
佐
官
と
弥
勒
寺
を
如
何
に
見
た
で
あ
ろ
う
か
、
叉
大
多
数
の
こ
れ
等
の
人

達
が
直
接
に
は
工
事
を
推
進
す
る
大
き
な
労
他
力
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
へ
ん
に
も
工
事
が
時
代
に
添
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
伽
藍
完
成

遅
延
の
重
要
な
理
由
の
一
つ
は
右
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
上
の
如
く
考
え
る
と
広
大
な
寺
院
を
建
設
す
る
た
め
に
は
、
材
料
や
技
術
は
も
と
よ
り
、
社
会
事
情
を
無
視
す
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
態
に
あ
っ
て
も
寺
院
は
そ
の
法
式
を
完
全
に
踏
襲
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
伽
藍
完
成
の
困
難
に
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
宇
佐
に
於
て
も
こ
の
大
事
業
は
ハ
幡

大
神
、
比
洋
大
神
の
両
者
結
合
は
神
宮
造
営
と
弥
勒
寺
の
建
設
を
可
能
な
ら
し
め
る
、
弥
勒
寺
を
ハ
幡
神
宮
寺
と
し
別
に
比
洋
神
宮
寺
を
建
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

な
事
情
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
叉
七
堂
伽
藍
を
他
に
も
う
一
つ
建
設
す
る
に
有
能
な
地
域
は
宇
佐
神
域
に
は
ま
づ
な
い
。
強
い
て
弥
勒
寺
、
比
嘩
神
宮
寺
を
別
に
考
え
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
規
模
の
小
さ
い
氏
神
的
も
の
で
時
代
も
平
安
よ
り
逆
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
造
寺
の
困
難
と
云
う
問
題
か
ら
比
嘩
神
宮
寺
に
対
す
る
考
え
を
述
べ

た
が
、
果
し
て
教
理
の
関
係
か
ら
比
洋
神
宮
寺
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
か
そ
の
点
御
教
示
を
得
度
い
。

　
註
①
　
鏡
山
猛
氏
―
太
宰
府
の
遺
跡
と
条
坊
ｉ
「
史
淵
」
第
十
六
輯

　
　
④
　
続
日
本
紀
（
巻
二
）

　
　
　
　
筑
前
癩
世
音
寺
、
淡
海
大
津
宮
御
宇
天
皇
奉
為
後
岡
本
宮
御
字
天
皇
誓
願
所
基
也
。
雖
累
年
代
迄
今
未
了
。
宜
太
宰
商
量
元
駈
使
丁
五
十
許
人
及
逐
閑
月
差
発
人
夫
専
加
検
校
ほ
令
営

　
　
　
　
作
。

　
　
③
　
続
日
本
紀
（
巻
二
）

　
　
　
　
観
世
音
寺
筑
紫
尼
寺
封
起
二
大
宝
元
年
計
画
五
歳
並
停
止
之

　
　
④
　
扶
桑
略
記
（
第
六
）

　
　
　
　
養
老
七
年
遣
僧
満
誓
於
筑
喘
？
。
兪
ｙ
造
二
観
世
音
寺
』
。

　
　
⑤
　
扶
桑
略
記
抄
二

　
　
　
　
（
天
平
十
七
年
）
十
一
月
之
即
日
。
遺
・
・
玄
肪
法
師
筑
紫
‘
。
造
こ
観
世
音
寺
‘
。

　
　
④
　
太
宰
府
の
都
制
の
研
究
・
・
・
鏡
山
猛
氏
担
当
・
：
（
九
州
文
化
綜
合
研
究
所
）
に
於
て
都
府
内
住
居
延
発
堀
、
そ
の
際
都
府
中
央
南
館
址
附
近
や
、
鉄
石
附
近
に
於
て
奈
良
時
代
の
竪
穴
多
数

　
　
　
　
発
見
、
こ
の
詳
報
は
い
ず
れ
あ
ろ
う
。

　
　
①
　
宇
佐
地
方
の
竪
穴
で
確
実
な
も
の
は

　
　
　
　
一
、
宇
佐
郡
駅
川
町
大
字
法
鏡
寺
（
竪
穴
断
面
露
出
土
師
、
須
恵
器
出
土
）

　
　
　
　
一
、
宇
佐
郡
四
日
市
町
大
字
四
日
市
（
竪
穴
断
面
四
ケ
所
各
々
に
土
師
器
出
土
）

　
　
　
　
　
　
　
宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
　
　
　
　
（
賀
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
別
府
大
学
紀
要
　
　
第
七
輯

一
、
宇
佐
郡
宇
佐
町
大
字
高
森
（
耕
作
中
土
師
、
須
恵
出
土
地
六
ヶ
所
）

　
　
　
　
二
、
弥
勒
寺
創
建
時
の
軒
平
瓦

　
　
　
　
　
Ｏ
弥
勒
寺
式
古
瓦

六

所
謂
法
隆
寺
式
忍
冬
唐
草
交
軒
訃
と
汎
称
す
る
も
の
ｙ
中
周
縁
に
珠
文
を
以
て
加
飾
す
る
も
の
は
、
法
隆
寺
出
土
瓦
の
外
宇
佐
に
於
け
る
弥
勒
寺
は
じ
め
ニ
、
三
の
遺

跡
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
法
隆
寺
に
於
討
る
こ
の
種
の
例
は
ハ
ー
ト
形
の
内
廓
を
囲
ん
で
外
廓
を
削
‥
っ
た
心
肺
を
中
心
に
方
方
均
正
に
唐
草
が
延
び
る
。
又
心
肺
の
結

び
を
略
し
左
右
の
第
一
節
に
は
上
方
に
偕
を
附
し
、
第
二
節
に
は
下
方
に
偕
を
附
す
。
蔓
草
は
こ
れ
よ
り
上
方
に
延
び
る
だ
け
で
問
も
な
く
終
る
。
全
体
と
し
て
は
蔓
草
は

大
く
簡
略
化
が
目
立
つ
。
周
辺
の
殊
文
は
正
円
の
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
軒
平
瓦
に
対
し
て
宇
佐
地
方
の
も
の
は
大
別
し
て
二
様
式
に
分
け
ら
れ
そ
れ
ぞ
れ
時
代
の

先
後
を
示
め
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
周
辺
珠
文
で
加
飾
す
る
こ
の
法
隆
寺
式
忍
冬
唐
草
丈
は
寧
ろ
宇
佐
地
方
に
於
て
特
殊
な
発
達
を
な
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、

こ
の
種
古
瓦
を
弥
勒
寺
式
古
瓦
と
し
て
標
式
し
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
弥
勒
寺
式
古
瓦
Ｉ
式
　
こ
の
軒
平
瓦
は
宇
佐
神
宮
境
内
弥
勒
寺
の
最
下
層
よ
り
発
見
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
種
古
瓦
の
宇
佐
で
の
祖
型
と
隠
微
さ
れ
る
と
同
時
に
、
弥
勒

寺
創
建
時
の
古
瓦
で
あ
る
。
中
心
肺
下
心
蔵
形
の
七
下
部
を
切
り
離
し
た
内
容
と
上
部
弧
、
両
側
餓
手
を
し
た
外
廓
よ
り
な
り
、
画
廊
問
に
左
右
均
正
に
遊
鎔
を
配
す
る
。

心
肺
下
の
結
び
は
略
さ
れ
て
い
る
が
こ
れ
よ
り
左
右
に
唐
草
が
延
び
第
一
節
に
偕
、
第
二
節
に
花
を
咲
か
せ
更
に
蔓
草
反
り
、
そ
の
部
位
に
偕
を
附
し
て
い
る
。
周
縁
に
は

珠
文
を
以
て
加
肺
し
て
い
る
。
こ
の
様
式
を
弥
勒
寺
式
古
瓦
１
式
と
し
た
が
、
こ
れ
を
更
に
精
察
す
る
と
左
右
の
第
二
節
目
花
の
尖
端
が
文
様
廓
の
下
角
を
指
も
の
、
右
の

み
が
や
ｘ
内
側
に
寄
る
も
の
、
花
が
鎔
化
し
大
き
く
な
る
も
の
、
乱
れ
る
も
の
等
又
は
心
肺
が
太
い
も
の
、
細
い
も
の
、
周
縁
の
珠
文
の
歎
の
多
い
も
の
少
い
も
の
等
致
形

式
に
分
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
様
式
を
変
え
る
も
の
で
な
く
、
編
年
に
も
無
関
係
と
見
ら
れ
る
の
で
こ
れ
ら
を
総
括
し
た
。
こ
の
様
古
瓦
が
発
見
さ
れ
て

い
る
所
は
宇
佐
で
は
弥
勒
寺
、
法
鏡
寺
の
二
個
所
、
豊
後
国
分
寺
創
建
古
瓦
中
の
一
例
が
あ
る
（
角
田
丈
衛
編
「
国
分
寺
の
研
究
」
）
。

　
弥
勒
寺
式
古
瓦
―
　
弥
勒
寺
や
虚
空
蔵
寺
に
於
て
蔓
草
の
乱
れ
の
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
心
飾
下
に
下
脚
線
に
沿
っ
た
一
本
の
蔓
草
と
心
飾
よ
り
派
生
す
る
蔓

草
の
二
つ
か
ら
な
る
が
、
も
と
も
と
下
の
葺
草
は
‘
―
式
の
弟
二
節
目
花
の
部
分
よ
り
反
り
の
あ
る
蔓
草
を
連
結
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
左
右
の
葺
草
派
生
の
状
況
が

別
々
で
統
一
が
な
い
。
蔓
草
の
節
も
有
し
な
い
。
１
式
に
比
し
て
極
く
乱
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
式
の
忍
冬
文
も
多
少
蔓
草
派
生
の
相
異
な
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
又

様
式
の
変
化
と
見
倣
す
も
の
で
は
な
い
。
両
辺
に
珠
文
を
有
す
る
こ
と
！
式
と
同
様
で
あ
る
。
外
帯
素
文
部
が
段
収
に
高
く
な
る
の
は
Ｉ
式
と
著
し
い
変
化
で
あ
る
。
こ
の



宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

（
賀
川
）

七
1.　弥勒寺式古瓦１式

２．　〃　　　　　２式

3.　鴻諸式古瓦　３式

○ ＩＯＣ．Ｍ



　
　
　
　
　
　
　
別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要
　
　
　
　
第
　
七
　
輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

古
瓦
は
Ｉ
式
と
順
位
を
異
に
す
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
の
で
弥
勒
寺
の
場
合
再
建
に
使
用
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
再
建
使
用
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
続
日
本
後
記
の
承
和
五
年

三
月
二
十
一
日
の
堂
舎
五
宇
を
焼
く
の
後
、
承
平
、
寛
弘
年
間
の
造
営
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
古
瓦
は
従
来
の
説
よ
り
一
挙
に
平
安
前
又
は
中
期

に
下
降
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
承
平
、
寛
弘
の
記
録
は
石
清
本
文
吉
之
二
（
四
八
一
号
）
や
益
永
家
記
録
一
等
に
徴
し
て
明
白
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
古
瓦
の
使
用
は
弥
勒
寺
と
、
虚
空
蔵
寺
に
使
用
さ
れ
て
居
り
、
虚
空
蔵
寺
の
場
合
こ
の
瓦
よ
り
下
降
を
物
語
る
も
の
が
な
い
の
で
、
そ
の
後
消
滅
し
た
も
の
と

し
、
虚
空
蔵
寺
最
後
の
造
営
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

　
以
上
の
外
豊
前
京
都
郡
の
奈
良
或
は
平
安
時
代
の
廃
寺
よ
り
、
散
点
弥
勒
寺
太
古
瓦
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
い
ず
れ
詳
報
す
る
心
纂
で
本
項
で
は
欠
く
こ
と

に
す
る
。

り
鴻
濾
胞
式
古
瓦

従
来
都
府
楼
瓦
と
し
て
通
称
さ
れ
て
い
た
も
の
中
軒
平
瓦
の
一
様
式
を
鴻
膝
１

９
に
祖
形
を
求
め
て
系
統
ず
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鴻
肺
胞
系
古
瓦
が
前
の
弥
勒
寺
式
古

瓦
Ｉ
式
と
同
時
に
弥
勒
寺
の
最
下
層
か
ら
発
見
さ
れ
る
。
祖
形
で
あ
る
鴻
腫
館
式
古
瓦
は
心
飾
が
上
に
開
い
た
相
対
曲
線
で
そ
の
中
に
小
葉
「
小
」
字
形
を
入
れ
る
。
こ
れ

よ
り
左
右
に
先
端
を
巻
い
た
蔓
草
を
上
下
交
互
に
四
個
を
連
ね
る
。
上
締
の
珠
文
は
杏
仁
形
で
、
下
締
は
陽
起
鋸
歯
文
を
配
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
弥
勒
寺
出
土
の
こ
の
種

古
瓦
は
、
小
田
富
士
雄
君
に
よ
れ
ば
そ
の
３
式
に
属
す
る
も
の
で
、
文
種
の
肉
薄
い
点
で
は
祖
型
と
似
て
い
る
が
、
文
様
の
部
分
が
簡
略
さ
れ
て
い
る
点
、
上
締
の
珠
文
を

一
個
置
き
に
省
略
し
て
間
隔
を
二
倍
に
す
る
。
下
締
の
鋸
歯
文
は
各
個
遊
離
す
る
点
等
が
祖
型
と
異
る
等
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
弥
勒
寺
出
土
の
鴻
腫
館
式
古
瓦
は
、
そ

の
系
統
と
し
て
は
比
較
的
祖
型
を
良
く
踏
襲
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
太
宰
府
の
直
接
的
影
響
と
考
え
て
良
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
弥
勒
寺
創
建
時
の
古
瓦

　
以
上
弥
勒
寺
創
建
時
に
於
け
る
古
瓦
の
中
、
軒
平
瓦
に
二
つ
の
大
き
な
文
化
の
背
影
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
即
ち
大
和
法
隆
寺
系
の
古
瓦
と
筑
紫
鴻
鵠
館
系
の
古
瓦
が

同
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
弥
勒
寺
金
堂
か
ら
こ
の
両
者
が
同
時
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
天
平
十
年
講
堂
、
金
堂
を
建
築
し
た
際
両
系
統
の
瓦
を
一
つ
の
建
造
物

に
同
時
に
使
用
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
考
古
資
料
以
外
に
微
す
べ
き
資
料
が
な
い
た
め
こ
れ
を
如
何
に
説
明
し
た
ら
よ
い

か
非
常
に
問
題
で
あ
る
。



　
大
和
系
の
弥
勒
寺
式
古
瓦
は
す
で
に
自
派
期
に
宇
佐
地
方
で
瞑
空
疎
寺
、
法
鏡
寺
、
四
日
市
廃
寺
）
に
於
て
そ
の
祖
型
が
認
め
ら
れ
る
。
白
鳳
時
代
の
宇
佐
の
伽
藍
は
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

幾
内
的
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
の
特
徴
に
終
始
す
る
白
鳳
時
代
の
仏
教
は
宇
佐
氏
に
よ
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
天
平
十
年
の
弥
勒
寺
造
営
に
こ
の
大
和
系
古
瓦
に
大

宰
府
の
影
響
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
明
か
に
宇
佐
神
宮
や
弥
勒
寺
の
発
展
、
造
営
に
は
律
令
勢
力
が
大
い
に
力
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
仏
教
宇

佐
、
律
令
大
神
の
両
氏
合
体
に
よ
る
こ
と
を
大
和
、
大
宰
府
圃
系
古
瓦
が
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
延
喜
式
臨
時
祭
式
に
ハ
幡
宮
司
は
大
神
宇
佐
二
氏
を
以
て

補
す
と
あ
る
の
は
ハ
幡
、
比
祥
両
神
の
一
致
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
協
力
で
完
成
し
た
の
が
弥
勒
寺
陣
営
寺
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
ｘ
に
も
弥
勒
寺
が
宇
佐

官
唯
一
の
神
宮
寺
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
資
料
を
得
た
。

　
註
①
　
石
田
茂
作
－
法
隆
寺
式
忍
冬
唐
草
文
宇
瓦
の
分
布
「
伽
藍
論
放
」

　
　
③
　
九
州
大
学
小
田
富
士
雄
君
の
調
査
に
よ
る

　
　
③
　
小
田
富
士
雄
１
九
州
に
於
け
る
太
宰
府
系
古
瓦
の
展
開
］
‥
「
九
州
考
古
学
」
一

　
　
④
　
中
野
幡
能
Ｉ
宇
佐
仏
教
と
虚
堂
蔵
寺
１
「
宇
佐
史
研
究
」
二
四
巻
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
奈
良
以
前
の
仏
教
遺
跡
に
記
録
的
資
料
が
多
く
、
遺
跡
、
遺
物
と
併
せ
て
記
録
を
も
と
ｘ
し
て
研
究
出
来
る
も
の
は
九
州
に
於
て
は
筑
前
観
世
音
寺
と
豊
前
弥
勒
寺
ぐ
ら

い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
宇
佐
に
於
け
る
考
古
資
料
の
検
討
と
記
録
の
考
証
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
が
、
種
々
の
問
題
が
具
体
的
に
な
れ
ば
な
る
程
一
面
に
於
て

難
問
題
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
比
降
神
宮
寺
の
問
題
は
そ
の
第
一
で
あ
ろ
う
。
本
小
稿
に
於
て
は
専
ら
比
降
神
宮
寺
を
ハ
幡
神
宮
寺
と
分
離
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
を

記
し
、
そ
の
両
者
は
弥
勒
寺
に
代
表
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
見
解
を
取
っ
た
。
し
か
し
比
降
神
、
ハ
幡
大
神
の
信
仰
、
即
ち
そ
の
教
理
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る

か
い
さ
Ｎ
が
自
信
な
い
が
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
考
古
、
記
録
資
料
の
外
に
教
理
に
関
す
る
考
証
も
是
非
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
比
降
神
信
仰
が
そ
の
神
宮
寺
を

ハ
幡
神
宮
寺
に
対
し
て
持
つ
必
要
が
具
体
的
に
教
理
の
七
で
存
す
る
か
否
か
、
こ
の
こ
と
は
ハ
幡
神
宮
寺
と
云
う
も
の
を
も
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
二
者
遊
離

の
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
比
降
神
宮
寺
を
考
古
学
的
に
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
宗
教
的
立
場
で
こ
の
問
題
に
関
し
て
御
批
判
を
ｒ
．
Ｕ
ｙ
＆
Ｕ
５
。

尚
記
録
考
証
の
点
で
も
不
馴
れ
の
た
め
落
ち
や
ら
誤
ま
り
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
こ
の
点
も
御
教
示
ｎ
｡
Ｕ
ｙ
＆
度
い
。

宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

心賀

川

W

九
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別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

第
　
七
　
輯

附
、
弥
勒
神
宮
寺
関
係
年
表

年
　
　
　
　
　
　
　
　
時
　
　
　
一

亀
　
二
　
年
正
月
二
十
七
日
　
一

平
九
年
四
月
七
　
日

　
　
十
年
五
月
十
五
日

－
－
ｊ
ｌ
－
－

　
　
十
三
年
三
月
二
十
四
日

　
　
十
三
年

″
　
　
十
五
年

″
　
　
　
十
八
年

天
平
感
宝
元
年
六
月
二
十
二
日

″
　
　
元
　
年
六
月
二
十
三
日

天
平
勝
宝
元
年

μ

七
　
年

神
護
景
雲
元
年
九
月
十
八
日

宝
　
亀
　
十
　
年

弘
　
仁
　
元
　
年

か
　
　
　
五
　
年

天か承

｜

｜

１

ｉ

長
七
　
年
七
月
十
一
日

西
　
　
暦

七
二
五

－
七
三
七

－
七
三
八

七
怒
　
一

七
四
一

　
　
　
　
事

菱
形
容
の
東
の
足
林
に
寺
を
造
り
弥
勒
足
禅
院
と
号
す

弥
勒
寺
を
宇
佐
宮
内
移
建
の
神
託
あ
り

講
堂
、
金
堂
建
立

項

　
　
‐
　
　
　
　
　
　
－
・
　
‐
‐
・
‐
ｊ
‐
‐
‐
‐

人
等
を
宇
佐
官
に
奉
り
、
三
重
塔

封
二
十
戸
、
造
寺
、
度
僧
を
進
め
る
勅
使
を
馳
す

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
・
．
．
．
．
．
‐
Ｌ
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
＝
‐
‐
‐
‐
‐

七
四
三
　
一
　
東
三
重
塔
建
立
の
託
宣
あ
り
、
並
に
西
三
重
塔
建
立

七
四
六

―
―

七
四
九

し

日

る

せ
し
め
、

寺
に
入
ら
し
む

七
四
九
　
一
　
弥
勒
寺
学
分
と
し
て
綿
一
万
屯
、
稲
十
万
束
、
墾
田
百
町
施
人
さ
る

七
四
九
　
一
　
勅
旨
綿
六
万
屯
、
稲
六
万
来
施
入
さ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｆ
－
－
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
　
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
－
－
－
－
　
　
－
・
－
－
♂
１
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
　
　
Ｉ

七
五
五
　
　
宇
佐
官
の
返
換
せ
る
封
戸
、
調
庸
、
位
田
を
造
神
官
寺
析
に
充
て
し
む

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‘
‐
‘
.
.
.
.
.
.
‐
‐
　
‐
‐
‐
‐
‐
―
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
－
・
‐
‐
‐
‐
‐
１
‐
‐
－
ｉ
‐
‐
―
‐
＝
‐
‐

　
　
七
六
七
　
一
　
八
幡
比
眸
神
宮
寺
を
造
り
、
四
年
を
限
っ
て
功
お
わ
ら
し
か

ー
－
ｊ
‐
‐
ｉ
－
　
　
－
－
－
－
　
　
　
　
　
―
－
‐
‐
‐
‐
Ｊ
‐
‐
‐
‐
‐
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐

　
　
七
七
九
　
】
　
弥
勒
寺
鐘
を
鋳
る

一 一

八
一
〇

大
宰
府
宇
佐
官
年
分
僧
料
で
戒
壇
院
を
建
立

ハ
ー
四
　
一
　
伝
教
大
師
、
神
宮
寺
に
法
華
経
を
講
ず

八
三
〇
　
　
神
封
仕
丁
を
剖
い
て
弥
勒
寺
に
施
入
す

十
　
年
十
月
二
十
八
日
　
一
　
　
八
三
三
　
一

‐
’
‘
‐
‘
‘
‐
･
‐
　
　
　
‐
‐
‐
‐
‐
”
‐
’
‐
‐
･
‐
‐
‐
‐
　
　
　
‐
‐

和
　
五
　
年
三
月
二
十
一
日

八
三
八

一
切
経
を
写
し
弥
勒
寺
に
安
置
す

弥
勒
寺
出
火
し
、
堂
舎
五
宇
を
焼
く

-

-
-

一
〇

　
典
　
　
　
　
　
　
　
　
拠

石
清
水
文
吉
之
二
（
四
〇
三
号
）

永
弘
文
書
一
（
二
三
八
号
）

続
日
本
紀

　
　
－
　
　
－
―
‐
―
・
‐
－
－
Ｌ

九
州
文
化
兎
研
究
所
史
料

永
弘
文
書
一
（
二
三
八
号
）

石
清
水
文
吉
之
二
（
四
〇
三
号
）

類
聚
三
代
格
。
益
末
家
記
録
一

　
　
　
　
　
‐
　
　
　
－
―

益
氷
家
記
録
一

一
　
新
抄
格
勅
符
抄

－

－

－

石
清
水
文
吉
之
二
（
四
〇
三
号
）

―永
弘
文
書
一
（
二
三
八
号
）

僧
綱
補
任
抄
出

日
本
逸
史

－
：
‐
－
―
－
　
　
‐

続
日
本
後
紀

－
同
　
右



乃 〆μ
ｲ

．

五
　
年
三
月
二
十
七
日
　
一
　
　
八
三
八

＝
＝
~
l
　
　
　
　
　
　
s
＝
“
1
=
1
1
1
1
1
1
1
s
a
l
s
a
＆
　
s
s

s
J

寿
　
三
　
年
五
月
ト
三
日

国
分
寺
、
将
棋
ご
八
幡
、
宗
像
等
の
神
宮
寺
に
遣
唐
使
往
還
の
平
安
を
祈
ら
し
か

　
　
　
十
一
年
六
月
十
七
日
　
」
　
　
　
八
四
四
　
｝
　
【
弥
勒
寺
建
立
縁
起
】
或
る
（
官
符
並
古
記
に
よ
り
勘
定
す
）

－
－
－
－
－
―
　
　
　
－
　
－
　
－
―
　
－
　
　
　
－
－
－
－
－
－
－
－
！
－
　
　
－
　
－
－
　
　
－
　
―
　
　
　
　
－
－
－
－
　
－
　
－

八
五
三

貞
　
観
　
十
Ｌ
年
三
月
二
十
八
日
　
。

寛
　
平
　
元
　
年
十
二
月
二
十
六
日

延
喜
　
二
　
年
正
月
十
一
日

-

承示

詔
し
て
観
既
習
寺
、
弥
勒
寺
以
下
管
内
国
分
寺
に
大
般
西
経
を
読
ま
し
ひ

八
七
五
　
」
　
　
弥
勒
寺
に
一
切
経
、
大
乗
経
、
大
乗
律
、
小
乗
律
等
を
安
置
せ
し
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
－
－
　
－
－
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
ｆ

八
八
九
　
一
　
大
宰
大
弐
藤
原
保
則
等
宇
佐
ハ
幡
百
行
事
例
四
十
九
ケ
条
を
定
か

九
〇
二

平
七
年
十
月
四
日
｝
　
　
　
九
ご

。
－
－
。
－
－
。
　
　
　
　
　
　
－
。
－
－
。
－
。
－
。
－
－
－
－
－
－

慶
　
三
　
年
八
月
二
十
七
日

長
　
保
　
元

－
ｊ
‐
－
‐
‐
‐
‐
『
　
‐

寛
弘
元
（
長
保
六
）
年
六
月
二
十
二
日

″
　
　
　
六
年
九
月

治長永
£ ﾀ ﾞ

安
　
元
　
年
十
二
月
二
十
三
日

　
　
　
　
ｊ
－

元
　
五
　
年
四
月
二
十
二
日

承
二
　
年
三
月
九
日

七
年
六
月
八
　
日
一

一

九
四

九
九
九

－

－

－

一
〇
〇
四

―
－
－

一
〇
〇
九

｜

一
〇
二
Ｉ

一
〇
三
二

Ｉ
ｊ
－

一
〇
四
七

-

一 一

-

－

‐

－

‐

－

｜

宇
佐
官
殿
舎
破
損
し
、
大
宰
府
実
検
し
て
修
造
せ
し
む

弥
勒
寺
燈
分
粒
と
し
て
毎
年
豊
前
田
地
予
稿
三
百
束
を
元
つ

『
ｊ
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ｉ

ｉ

の
塔
を
筥
崎
神
宮
寺
に
造
立
ぜ
ん
と
す
る
大
宰
府
牒
下
る

人
を
加
う

｜

｜

｜

元
命
、
弥
勒
寺
講
師
と
な
る

‐

‐

‐

‐

－

支
配
管
内
諸
国
に
堂
塔
を
建
立
す
べ
き
太
政
官
牒
、
弥
勒
寺
簡
に
下
る

宇
佐
官
宝
蔵
焼
亡

－
－
－
　
　
－

宇
佐
官
炎
上

宇
佐
官
宝
殿
風
の
た
め
順
倒
す

戒
信
を
弥
勒
寺
講
師
に
任
ず

｜

｜

一
〇
五
二
　
Ｉ
　
清
武
を
宇
佐
官
寺
惣
検
校
に
補
し
、
ヽ
庄
園
の
雑
事
を
執
行
せ
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｒ
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｊ
―
ｊ
－
－
－
－

天
　
喜
　
二
　
年
三
月
二
十
一
日
　
一
　
　
一
〇
五
四

｜

｜

大
宰
府
に
清
成
、
戒
信
両
人
の
元
命
譲
状
子
細
言
上
の
申
状
に
つ
き
理
非
を
決
ぜ
し
む

喜
年
中

－
－
－
　
　
　
　
－
　
－
－
。
　
　
－
。
。
－
－
－
－
。
－
－
・

　
　
｛
　
　
　
　
　
　
　
一
　
九
州
の
役
と
し
て
弥
勒
寺
造
営
行
わ
る

永
　
保
　
元
　
年
九
月
二
十
一
日
　
一
　
　
一
〇
八
一
　
一
　
僧
二
人
を
新
宝
塔
院
に
毎
日
勤
仕
せ
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
ｉ
『
－
－
－
　
　
－
　
　
－
－
－
－
　
　
－
－
－
　
　
　
　
　
　
　
　
－
Ｆ
Ｉ
－
－
－
－
　
　
　
－
－
ｊ
－
　
－
¶
―

″
元
（
承
暦
五
）
年
十
月
二
十
日
　
一
　
　
一
〇
八
一
　
一
　
公
家
弥
勒
寺
堂
塔
に
供
養
す
。
曼
荼
羅
供
讃
巌
仕
入
、
少
僧
都
韻
範
を
導
師
と
す

-

一
同
右

一
　
石
清
水
文
書
之
二
（
四
〇
三
号
）

文
徳
実
録

―
－

三
代
実
録

宮
寺
縁
起
抄

延
喜
式
（
主
税
上
）

‐
‐
－
ｉ
‐
　
　
－
　
　
ｉ
－
－
－

一
　
石
清
水
文
書
之
二
（
九
五
頁
）

益
永
家
記
録
一

益
末
家
記
録
二

Ｉ
Ｉ
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ

石
清
水
文
吉
之
一

百
錬
抄

－百
錬
抄

石
清
水
文
書
之
二
（
四
〇
六
号
）

　
―
‐
　
　
　
　
　
　
　
－

大
宰
府
史
料
（
上
世
編
）

ｊ
－
Ｊ

石
清
水
文
書
之
二
（
四
〇
七
号
）

宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
　
附
、
弥
勒
神
宮
寺
関
係
年
表

益
永
家
記
録
二

ｊ
ｊ

益
永
家
記
録
一

扶
桑
略
記

－一
一



別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

第
　
七
　
輯

一

一
一

4芦

四

年

八

月

八

日

治

承

四

年

六

月

十

六

日

嘉

応

三

年

一一一

月

一一

日

仁

安

一一

年

正

月
一
一十

九
日

永

暦

一冗

年

五

月

七

日

一

一

一

六
〇

保

一冗

一一

年

十

月

六

日

久

寿

一万

年

十

四弗
一
月

一一一
十

日

保

延

一一一

年

十

一
一
月

－
一
十

九
日

大

治

一一一

年

十

月

一
一
十

一
一
日

＆

四

年

八

月

十

七
日

保

安

四

年

七

月

五

日

μ

一一一

年

十

月

一
一
十

六

日

μ

一一

年

九

月

十

八

日

乃f

一一

年

九

月

一
一

日

〃

－一

年

七

月

十

五

日

長

治

一刄

年

十

月

十

九

日

康

和

一瓦

年
十

一
一
月

一
一
十

九

日

〃

七

年

五

月

一
一
十
一
一
目

μ

一万

年

十
一
一
月

十

一一一

日

寛

治

一万

年

八

月
一
－十

九
日

一

一

八
〇

一

一

八
〇

一
一

七
一

一

一

六

七

一
一
五
七

一

一

五
四

一
一
三
七

一

一
一
一
八

一

一

一
一

一
一一

一

一

一
一

一
一一

一

一

〇

五

一
一
〇
五

一

一

〇

五

一
一
〇
五

一

一

〇

四

一

〇

九

九

一

〇

九

一一一

一
〇
八
七

－

○
八

七

弥
勒
寺
政
所

明
俊

を
宇
佐
官
犯
守
職

に
補
任
す

る下
交

を
出

す

疫
清

を弥
勒

寺
講
師
並
喜
多
院
司
に
還
袖
し

寺
務

を
執
行
せ
し
む

成
清

を
弥
勒
寺
講
師
並
喜
多
院
司
に
任
ず

一

石
清
水
文
書
之
一一
八四

一
一〇

号Ｗ

慶
清

を
し
て
弥
勒
寺

並
喜
多
院
寺
務

を
執
行
せ
し
む

慶
清

を
弥
勒
寺
講
師
並
喜
多
院
司

に
補
任

す

勝

浦

を
弥

勒

寺
内

所

宝

塔

院
別

当

に

補

す

-

石

清

水
文

吉
之
一
一
〃
六四

玄
清
を
弥
勒

寺並
喜
多
院
旅
校

に補

任
す

任
清
を

弥
勒
寺

並
喜
多
院
嶮
校
に
補

任
す

光

清
を

弥
勒
寺

並喜

多
院
旅
校

に
補
任
す

寛
賢

を
喜

多
院
司

に
袖

任
す

寛
賢
を
弥
勒
寺
講

師
職

に
補

任
す

同

年

七
月
十
五
日
の

官
符
を

遵
行
す

円

賢

を
宇
佐
官
寺
宝
塔
院
別
当
に
補

す

-

殿
暦

弥
勒
寺
中
斗
争
の
事

を議

す

円
賢
を
弥
勒
寺
講
師
職
に
補
す

弥
勒
寺

安
楽
寺
大
衆
乱
斗

の
事

を
議
す

宸
筆
金

泥
法
華

経

を
宇
佐
官

に
供
養

す

べき

を
議
す

大

宰

府
及
弥
勒
寺

を
し
て
別
当

清
円

を
召
進
せ
し
む

同
年
八
月
一
一十

九
日
の
官
符
を
遵
行

す

清
円

を
弥
勒
寺
講

師
並
喜

多
院
司
に
任
ず

石
祭

文
貫

一
一
白

一言

Ｗ

ﾙt

でy

jy

=&一一
ふ

ﾙ1

姿
jy

一一節

百
こ

奈

突

貫

一
一節

　一一
甘

心

石

漿

畜

ｻﾐﾐ

亘

奇

Ｗ

石祭

文貫

一一回

春

Ｗ

起

突

貫

－一回

賢

Ｗ

石

清

水

文

書

之

一一
/へ四

一

一一
一
号

心

石

清

水

文
吉

之

一
一
心四

一
一
一
号
Ｗ

聶

姿

jl
一一旦

一言

出
棺
記

石

清

水

文

吉

之
一一
八四

一

〇

号
Ｗ

中
右
記

本

朝世

紀

後
--
一
条
師

連
記

石

清

水

文

吉

之
一一
心四

〇

九

号
Ｗ

石

清

水
文

書
之

一一

心四

〇

八

号
Ｗ

一一一
九一

　号

へ〃

二七
　号
心



μ

四
年
九
月
十
五
日

元
暦
元
　
年
七
月
六
　
日
一

″
　
　
元
　
年
十
一
月
二
十
四
日

文
治
元
（
元
服
二
）
年
四
月
二
十
二
日

Z/Zr

二
　
年
四
月
十
三
日
　
一

四
年
五
月
四
日

建
久
元
年
十
月
十
日
一

〃〃
£ 「£ /

正

三
年
正
月
三
　
日
一

三
年
二
月
四
日
一

　
　
三
　
年
十
二
月
　
一
　
日

　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
－
・

　
　
八
年
六
月

　
　
　
　
　
　
‘
―
‐

冶
元
年
七
月
三
ト
日

建

水

承

一万

建

保

〃

万
年
六
月
九
日
一

三
　
年
八
月
五
　
日

　
　
　
－
―
‐
‐
‐

三
　
年
九
月
十
一
日

　
　
　
　
－
－
‐

丑
年
四
月
九
　
日

一

一
八
〇

－

－

－

－

一一一一

同
年
六
月
十
六
日
の
官
符
を
遵
行
す

－
－
Ｉ
Ｆ
Ｉ
－
　
　
　
　
　
！
　
　
　
－
－
―
―
！
－
－
　
　
　
－
－
－
－
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ

一
八
四
　
】
　
豊
後
国
庄
司
緒
方
三
郎
惟
栄
、
宇
佐
官
に
乱
入
し
て
焼
払
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
－
・
‐
‐
‐
－
＝
‐
　
‐

ｒ
‘
－
－
－
‘
一
―
－
一
一
ｊ
‐
－
‐
－
－
‐
　
－
‐

▽
八
四
　
一
　
成
清
を
弥
勒
寺
講
師
並
喜
多
院
司
に
巡
補
す

一
八
五

｝
八
六
　
″

一
一
八
八

一
一
九
〇

‐
ｊ
－
‐

一
一
九
二

一
一
九
二

Ｉ
Ｉ

一
一
九
二

－
－
‐

一
一
九
七

－
－

一
一
九
九

‐
‐
－
‐
‐

回
一
〇
六

一
二
〇
九

院
庁
、
地
頭
下
司
の
弥
勒
寺
領
庄
川
の
押
領
を
止
か
ら
下
交
を
出
す

国
司
の
妨
ぐ
る
豊
後
国
浦
部
十
五
ケ
庄
を
寺
家
に
返
付
し
、
弥
勒
寺
堂
塔
の
破

理
す
べ
き
下
文
を
出
す

　
　
　
　
‐
‐
＝
　
‐
－
・
‐
‐
　
‐
‐
－
―
－
－
－
‐
ｉ
ｌ

宇
佐
官
造
営
の
宣
旨
下
る
（
十
月
中
に
造
営
完
了
）

強
酒
を
弥
勒
寺
並
喜
多
院
司
に
補
任
す

弥
勒
寺
金
堂
焼
亡

｜

｜

｜

宇
佐
官
寺
に
牒
し
て
峡
湾
を
塗
板
に
転
ぜ
し
む

宇
佐
大
宮
司
、
弥
勒
寺
司
共
に
弥
勒
寺
金
堂
を
放
言
す
べ
き
宣
旨
下
る

-

　
－
－
－
－
－
－
・
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
　
　
　
　
－
－
－
－
－
－
－
－

薩
摩
国
弥
勒
寺
御
領
百
九
十
六
町
一
段
あ
り

銘
酒
を
弥
勒
寺
並
喜
多
院
正
ハ
幡
宮
旅
校
職
に
補
任
す

－

‐

－

－

－

－

－

-

秀
清
を
弥
勒
寺
並
喜
多
院
正
ハ
幡
宮
等
の
放
校
職
に
補
任
す

法
印
強
酒
、
弥
勒
寺
金
常
磐
を
京
よ
り
遣
わ
す

一
二
Ｉ
五
　
一
　
宇
佐
大
宮
司
に
弥
勒
寺
金
堂
半
分
を
造
営
す
べ
き
こ
と
を
下
す

　
　
　
　
ー
－
　
　
　
　
　
‐
ｉ

一
二
Ｉ
七
　
一
　
砧
清
、
弥
勒
寺
正
ハ
幡
塗
校
事
務
社
務
執
行
職
を
宝
清
に
譲
与
す

－
ｉ
－
－
１
・

ｉ
‐

｜

- - - 一 一

石
清
水
文
吉
之
二
（
四
三
一
号
）

益
永
末
記
録
一

石
清
水
文
書
之
二
（
四
二
二
号
）

益
末
家
記
録
一

　
　
　
　
　
　
　
‐
　
‐
‐
－
　
－
‐
－

同
　
右

‐
　
　
　
~
‘
‐
‐
‐
‐
・
‐
‐
　
‐
‐
‐

益
末
家
記
録
二

益
氷
家
記
録
一

　
　
　
－
－
－
‐
Ｊ
－
‐
－
－
　
　
　
・
ｌ
ｊ

島
津
家
文
吉
之
一
（
一
六
四
号
）

　
　
　
－
－
‐
‐

石
清
永
久
吉
之
二
（
四
二
五
号
）

－
－
　
　
　
　
ｉ
－
　
　
－

石
清
本
文
吉
之
二
（
四
二
六
号
）

　
一
　
益
永
家
記
録
一

－
－
－
‐
‐
－
‐
‐
‐
‐
‐

-

石
清
水
文
書
之
六
（
二
六
号
）

暦
仁
元
（
嘉
順
四
）
年
三
月
二
十
七
日

１仁
　
治
　
三
　
年
九
月
二
十
一
日

―
‐
－

か
　
　
　
三
　
年
九
月
二
十
五
日

回
一
三
八

　
　
－
‐
‐

一
二
四
二

　
　
－

二
Ｉ
四
二

-

宝
涜
を
弥
勒
寺
講
師
塗
校
並
喜
多
院
司
正
ハ
極
宍
喰
校
職
に
袖
任
す

冒
涜
を
弥
勒
寺
講
師
検
校
並
喜
多
院
司
正
ハ
極
官
検
校
職
に
補
任
す

宝
清
、
寺
務
社
務
執
行
職
、
弥
勒
寺
領
以
下
の
所
領
を
宮
清
に
譲
与
す

宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
　
附
、
弥
勒
神
宮
寺
関
係
年
表

－
－
－
―
－
ｒ

一 一 一 一

石
清
水
文
吉
之
六
（
二
八
号
）

ｉ
　
　
　
　
　
ｌ

石
清
水
文
吉
之
六
（
二
九
号
）

－

－

－

－

－

‐
‐
‐
’
‐
‐

石
清
木
次
吉
之
六

一
三

号



建

別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

長
四
年
十
月
四
　
日

づ

丑
年
四
月
二
十
日

第
　
七
　
輯

回
一
五
二

ｉ
‐

回
一
五
三

る

４

き
を

- 一 一

一

四

石
清
水
文
書
之
六
（
六
号
）

‐
‐
‐
‐
‐
‐
―
　
　
　
‐
‐
＝

益
末
家
記
録
二

宇
佐
官
炎
上

弘μ

長
　
元
　
年

三
　
年
十
二
月
二
十
日

文
　
永
　
元
年
九
月
二
十
三
日

ム
弘

１

；

　
　
十
一
年
七
月

安
　
八
　
年

正
　
応
　
年
　
中

永
仁
元
（
正
応
六
）
年
四
月

‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
－
－
　
　
－
１
１
－

″
元
’
正
応
六
）
年
八
月

Ｔ
一
六
一
　
一
　
弥
勒
寺
講
師
並
喜
多
院
・
司
正
ハ
指
宮
検
校
職
を
宿
清
門
弟
相
承
す
べ
き
を
裁
決
す

‐
~
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
・
‐
‐
‐
‐
~
　
　
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
・
‐
　
　
‐
‐
‐
‐
‐

一
二
六
三
　
一
　
陶
清
を
弥
勒
寺
講
師
検
校
並
喜
多
院
司
正
ハ
指
宿
抜
根
に
補
任
す

回
一
六
四

ｉ
ｌ

回
一
七
四

-

‐
－
－
－
　
　
　
‐
‐
－
－
－
　
　
‐
‐
Ｊ
‐
－
　
　
ｉ
・
‐
ｌ
・
‐
ｉ
ｌ
‐
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
‐
‐

寺
領
の
私
相
伝
を
停
止
し
、
寺
納
米
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灯
油
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下
新
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規
に
複
す
こ
と
を
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す官
能
、
弥
勒
寺
喜
多
院
検
校
職
、
弥
勒
寺
領
以
下
の
所
領
を
陶
清
に
譲
与
す
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回
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八
五
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弥
勒
寺
禎
子
町
余
あ
り

’
‐
・
‘
‐
・
　
　
‐
　
　
‐
‐
　
‐
‐
‐
　
‐
、
－
　
－
…
…
…
－
－
。
I
I
I
I
＝
l
s

s
s
　
　
a
I
I
S
S
＝
｡
＝
i

　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
一
　
関
東
御
教
書
に
よ
り
、
小
弐
人
道
肺
患
、
薩
摩
守
人
道
尊
覚
宇
佐
官
の
造
営
を
行
う
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年
六
月
二
十
一
日
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二
　
年
正
月
二
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三
年
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月
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日
一
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‐
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ｉ
ｉ
ｌ
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四
　
年
八
月
二
十
一
日
　
‐
‐

暦
元
年
九
月

ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
‐
―
‐
１
１
１

回
一
丸
三
　
一
　
大
宰
府
観
世
音
寺
登
壇
の
年
分
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殺
害
さ
る
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回
一
九
三
　
一
　
同
年
四
月
八
日
の
殺
害
事
件
に
つ
い
て
の
書
状

一
二
九
八
　
一
　
宇
佐
百
年
分
憎
、
観
世
音
寺
に
登
壇
受
戒
緩
怠
な
き
を
通
ず
る
書
状

Ｔ
一
〇
〇

一
三
〇
九
　
一

連
詩
、
弥
勒
寺
一
晋
多
院
接
校
職
非
男
領
以
下
を
相
伝
す

―
‐
１
・
！
『
－
・

、
仮
殿
以
下
の
台
屋
悉

一

三
一
八
　
」
　
　
弥
勒
寺
遺
言
用
途
注
文

二
元
八

-

―

－

－

－

－

亡

！

｜

ｉ

－

‐

造
営
用
途
注
文
の
如
く
行
わ
し
む
る
鎮
西
御
教
書
下
る

一
三
二
Ｉ
　
一
　
弥
勒
寺
造
営
の
関
爪
櫛
教
書
下
る

‐
ｌ
‐
―
－
ｉ
－
―
・
‐
―
－
―
・
ｉ
－

一
三
二
三
　
一
　
当
年
の
年
分
産
着
三
人
進
上

一
三
二
四

－
１
－

一
三
二
六

薩
摩
伊
作
庄
龍
日
置
北
郷
領
家
地
頭
和
与
状

ｉ
ｌ
ｊ
‐
ｌ

宮
寺
大
；
工
頁
世
、
弥
勒
寺
造
営
斬
足
事
言
上

｜

Ｉ

Ｉ

Ｉ

以
つ
て

-
－ 一 一 －

-

- ･

石
清
水
文
吉
之
六
（
三
号
）

１
１
・
‐
‐
‐
‐
｜
‐
｜
‐
～
　
　
－

石
清
水
文
吉
之
六
（
三
〇
号
）

益
氷
家
記
録
一

石
清
水
交
吉
之
六
（
三
一
号
）

益
永
家
記
録
二

永
弘
文
書
一
二
〇
〇
号
）

一
　
皿

水

心

記
録
一

　
―
・
‐
－
－
－
・
Ｉ
　
‐
－
‐
　
　
‐
－
　
－
―
－

益
末
家
記
録
一

―
―
　
’

石
清
水
文
書
呈
ハ
（
五
号
）

１益
永
享
記
録
二

小
山
田
文
書
（
三
七
号
）

｜

小
山
田
文
書
（
三
八
号
）

－
－
－
　
－
－
－
　
－
－
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
且
品
豹

号
）

－
　
－
―
・
－
・
―
－
－
ｊ
　
　
　
　
－
・
ｌ
　
　
ｒ
－
－
１
・
－
－
・
ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
・
　
益
末
家
記
録
一

ｊ
１
１
－
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
’
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
－
‐
‐
’
－

島
泣
‥
家
文
吉
之
一
（
五
五
〇
号
）

‘
‐
　
ｉ
ｌ

小
山
田
文
書
（
四
六
号
）
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一

冗
乃 「
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元
　
年
十
二
月
二
十
六
日

　
　
　
１

　
二
　
年
九
月
六
　
昌

徳
元
年
十
月
五
　
昌

元
　
年
十
二
月
　
十
　
日
　
一

元
　
年

一
三
二
六

１一
三
二
七

活
溌
年
中
昔
進
の
仮
殿
焼
失

弥
勒
寺
納
所
奉
行
奉
書

ｊ

ｌ

ｉ
－
ｊ
・
－
‐
ｊ
　
　
ｌ
－
－
‐
＝
‐
＝
＝
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
－
Ｊ
＝
・
　
ｊ
－

一
三
二
九
　
一
　
薩
摩
日
置
北
郷
弥
勒
寺
田
ド
司
と
当
郷
一
方
地
頭
の
相
論
に
鎮
西
下
知
状

ｉ
－
ｉ
・
‐
　
　
－
‐
－
　
‐
－
‐
‐
‐
‐
－
　
’
－
‐
‐
－
‘
‐
‐
　
　
－
－

一
三
二
九
　
一
　
弥
勒
寺
造
営
の
日
別
粉
米
事
に
つ
い
て
鎮
西
施
行
状
下
る

一
三
二
九

本
年
弥
勒
寺
造
営
あ
り

下
る

一一 一
一

益
末
家
記
録
二

小
山
田
文
書
（
四
八
号
）

島
津
家
文
吉
之
一
（
五
五
五
号
）

小
山
田
文
書
（
四
九
・
二
六
八
ｍ

ｊ
ｌ
ｌ

小
山
田
文
書
（
二
六
八
号
）

貞
和
二
（
正
平
二
）
年
六
月
二
十
六
日

々
　
　
五
年
三
月
二
十
日

１至
徳
元
年
九
月
六
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丿

応
永
二
十
五
年
四
月
二
十
七
日

″
　
二
十
六
年
九
月
十
六
日

〃灸
乃 戸
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かか

二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

ｉ二
十
八
年
六
月
　
一
　
日

二
十
八
年
六
月
十
一
日

三
十
二
年
六
月
　
二
　
日

‐
―
‐
‐
‐
‐
ｉ
ｌ
ｉ
・

三
十
四
年
七
月
二
十
六
日
　
一

三
十
四
年
九
月
二
十
七
日

永
享
　
二
　
年
四
月
二
十
三
日

々バ

二
　
年
四
月
二
十
五
日

一

一

年
八
月
十
六
日
一

一
三
四
六

１一
三
四
九

弥
勒
寺
検
校
神
朝
田
畠
等
を
弟
子
に
譲
る

弥
勒
寺
別
当
神
朝
田
地
誌
渡
す

一
三
八
四
　
一
　
弥
勒
寺
接
校
職
並
相
伝
の
坊
偏
師
職
坊
舎
以
下
を
末
清
譲
受
く

一
四
で
八

１一
四
一
九

ｉ
－

一
四
二
〇

１一
四
二
Ｉ

Ｉ一
四
二
Ｉ

Ｉ一
四
二
五

一
四
二
七

弥
勒
寺
即
藍
立
柱
上
棟

池
永
重
阿
、
弥
勒
寺
造
常
設
銭
請
文

ｆ

金
堂
御
作
事
始
ま
る

金
堂
礎
石
据
ら
る

午
剋
、
西
中
門
立
柱
上
棟

－
－
Ｊ
　
‐
１
１

年
分
僧
三
人
良
貨
米
下
行
さ
る

卯
剋
、
東
大
門
、
北
大
門
立
柱
上
棟

Ｊ
１
１
　
‐
‐
‐
‐
：
　
‐
ｊ
‐
＝
　
‐
‐
ｆ
‐
‐
‐
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‐
‐
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ｌ
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一
四
二
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卯
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四
三
〇
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塔
婆
御
作
事
始
ま
る

一
四
三
〇
　
一
　
弥
勒
寺
鐘
を
鋳
る

一
四
三
〇

弥
勒
寺
鐘
の
銘
を
鋳
る

宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
　
附
、
弥
勒
神
宮
寺
関
係
年
表
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弘
文
書
一
（
三
〇
西
行
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文
書
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（
三
〇
八
号
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石
清
水
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）
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研
究
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史
料
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書
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史
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史
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右
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年
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天
文
　
四
年
七
月
二
十
日
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十
二
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六
月
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十
九
日
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十
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月
　
九
　
日

ｌ
　
ｌ

″
　
　
七
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四
月
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日
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年
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ｊ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
　
　
Ｉ

元
　
和
　
三
　
年
十
一
月
　
十
　
日

寛
永
十
年
四
月
五
　
日

乃 〆

寛享
　一
冗/7寛

　
　
十
　
年
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月
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

永
元
年
八
月

日

一 一

保
八
年
四
月
十
七
日
」

文
　
元
　
年
六
月
二
十
七
日
　
一

　
元
年
八
月
六
日

政
　
八
　
年
十
二
月
十
八
日

第
　
七
　
輯

一
四
三
〇
　
一
　
金
堂
の
中
間
の
廊
下
作
事
始
ま
る

一
回
二
〇

弥
勒
寺
東
大
門
、
西
大
門
の
材
木
採
用
を
姶
む

－
－
‐
－
‐
‐
－
・
‐
‐
‐
‐
‐
－
　
－
　
‐
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・
　
‐
‐

一
四
三
一
　

」
　

塔
婆
造
作
終
る

一
四
五
五
　
一
　
宇
佐
盲
斑
七
ケ
条
掟
書
或
る
（
弥
勒
寺
修
造
の
記
事
あ
り
）

一
四
八
九

一
五
二
三

一
五
二
四

一
五
三
五

－一
五
四
三

－
ｉ
一
五
七
六

社
僧
十
坊
、
下
官
焼
失

弥
勒
寺
金
堂
以
下
焼
亡

大
内
家
よ
り
造
作
あ
り

ー宇
佐
官
造
営
に
際
し
、
弥
勒
寺
礎
石
配
置
図
作
成

金
堂
造
営
日
別
銭
連
署
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
・
‐
‐
‐
‐
‐
ｊ
ｌ
ｌ
－

大
友
氏
の
濫
妨
に
よ
り
上
官
正
殿
末
壮
語
堂
塔
悉
く
焼
失

一
五
七
九
　
　
｛
　
大
友
家
に
宇
佐
官
一
社
中
愁
訴
の
目
安
状
を
出
す

一
五
八
二

Ｉ
六
一
七

一
六
三
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－
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一
六
三
三

大
友
宗
麟
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佐
官
を
焼
く
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－
‐
‐
‐
‐
‐
ｊ

弥
勒
寺
西
大
門
堅
柱
上
棟

弥
勒
寺
鏑
楼
堅
柱
上
棟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－

鐘
楼
清
絶
祝
物
送
状

コ
八
六
一
　
一
　
弥
勒
寺
燈
明
料
配
当
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―
－
－
ｊ
ｌ
　
　
　
　
　
　
－
　
‐
‐
‐

一
七
二
三
　
一
　
神
殿
以
下
焼
亡

一
七
三
六

万
徳
坊
外
十
八
名
連
署
訴
状

一
七
三
六
　
一
　
心
乗
坊
同
一
蕩
連
署
申
開
書

－一
七
九
六
　
一
　
弥
勒
寺
祗
国
社
立
枕
上
陸
送
状

一

　警．

ノ｀ゝ

同
　
右

同
　
右

同
　
右

小
山
田
文
書
（
九
三
号
）

一
　
益
永
家
記
録
二

言
右

同
　
右

宇
佐
官
蒙
古
図
裏
書

小
山
田
文
書
二
二
八
号
）

　
　
　
　
　
　
－
－
－

益
永
家
記
録
二

耶
蘇
会
の
日
本
年
報

小
山
田
文
書
（
一
七
四
号
）

小
山
田
文
書
（
二
〇
八
号
）

小
山
田
文
書
（
二
〇
九
号
）

一
　
益
永
家
記
録
五

　
　
　
一
　
益
永
家
記
録
二

ｌ
ｉ
ｊ
‐

　
　
　
一
　
小
山
田
文
書
（
三
五
四
号
）

‐
‐
‐
‐
　
－
－
－
‐
‐
－
‐
Ｊ
Ｌ
Ｉ

　
　
　
】
　
小
山
田
文
書
（
三
五
五
号
）

小
山
田
文
書
（

１



　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
　
　
　
　
記

で
本
表
は
豊
前
宇
佐
郡
宇
佐
町
宇
佐
八
幡
官
内
所
在
勒
弥
神
宮
寺
関
係
年
義
で
あ
る
。

て
本
稿
は
昭
和
三
十
一
年
七
月
作
成
の
初
稿
に
少
し
く
手
を
加
え
た
も
の
で
、
従
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
刊
行
史
料
を
含
ん
で
お
ら
な
い
。

て
本
義
申
、
一
部
に
宇
佐
官
に
関
す
る
記
事
を
収
め
た
が
、
こ
れ
は
史
料
の
記
述
中
に
弥
勒
寺
に
関
係
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
参
考
史
料
と
し
て
収
録
し
た
。

一
、
典
拠
中
、
九
州
文
化
史
研
究
所
（
九
州
大
学
所
在
）
史
料
と
し
た
も
の
は
、
同
研
究
所
蔵
の
宇
佐
官
関
係
史
料
写
本
に
拠
っ
た
。
本
義
に
収
め
た
も
の
は
左
記
二
言
で
あ
る
。

　
　
宇
佐
大
神
宮
縁
起
上
勘
註

　
　
宇
佐
官
寺
御
造
営
並
御
神
事
法
会
御
再
典
之
日
記

一
、
典
拠
中
、
「
益
永
家
記
録
」
は
九
州
大
学
竹
内
理
三
先
生
の
未
刊
稿
本
拝
借
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
木
表
天
正
十
年
所
出
の
史
料
は
村
上
直
次
郎
氏
訳
「
耶
蘇
会
の
・
日
本
年

　
報
」
第
一
輯
（
昭
和
十
九
年
刊
）
に
拠
っ
た
が
、
他
に
徴
す
べ
き
史
料
な
く
、
宇
佐
官
に
比
定
す
る
の
も
必
ず
し
も
適
切
と
は
云
い
難
い
の
で
、
信
拠
性
を
欠
ぐ
け
れ
ど
も
、
一
応
木
表
に

　
収
め
た
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
こ
れ
に
っ
い
て
は
九
州
大
学
箭
内
健
次
先
生
の
御
教
示
4
j
S
4
｡
!
!
z
い
た
。

　
本
年
表
の
不
備
史
料
の
脱
漏
に
っ
い
て
は
、
今
後
識
者
の
御
教
示
を
仰
い
で
是
正
し
た
い
意
向
で
あ
る
の
で
御
叱
正
い
た
ｙ
き
た
い
。

　
　
　
　
昭
和
三
十
二
年
四
月
三
日
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
田
　
　
富
　
　
士
　
　
雄

宇
佐
弥
勒
寺
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
　
附
、
弥
勒
神
宮
寺
関
係
年
表

一
七
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